
徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
）」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
第
五
号
中
「
能
力
」
を
「
行
為
能
力
」
に
改
め
、「
前
各
号
」
の
下
に
「
又
は
次
号
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

民
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
未
成
年
後
見
人
に
法
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
未
成
年
者
に
係
る
屋
外
広
告
業
の
登
録
の
拒
否
の
要
件
等
に
つ
い
て

所
要
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
五
十
号

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
五
十
号

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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